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１０Kami１１ Kami

牛を育て、屠畜し、肉として販
売する･･･。「命をいただく」と
いう行為と向き合いながら生き
てきた精肉店一家のドキュメン
タリー映画の上映を行います。
この映画を撮った纐纈あや監督

は「『出会った』という感覚から理解が始ま
るのだと思う」と語りました。いろいろなこ
とを伝えてくれるこの映画を観て、あなたも
ぜひ『出会って』ください。
【日時】７月１０日（金）
　１回目：午後３時～　２回目：午後７時～
【場所】中央公民館　１階大ホール
【入場料】無料
【主催】生涯学習振興課　☎５３－１０８２

とちく

はなぶさ

医
療
費
の
限
度
額
適
用
制
度

　
　
　

　

入
院
や
外
来
診
療
を
受
け
た

場
合
、
限
度
額
適
用
・
標
準
負

担
額
減
額
認
定
証
も
し
く
は
限

度
額
適
用
認
定
証
を
医
療
機
関

で
提
示
す
る
と
、
医
療
機
関
ご

と
の
医
療
費
の
支
払
い
が
自
己

負
担
限
度
額
ま
で
と
な
り
ま
す

（
保
険
適
用
外
分
を
除
く
）
。

　

自
己
負
担
限
度
額
と
食
事
代

（
標
準
負
担
額
）
は
所
得
区
分

で
違
い
ま
す
。
詳
し
く
は
国
保

の
し
お
り
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

市
民
保
険
課
☎
53

・

３
１
１
５

Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー

で
泳
ご
う　

（
香
北
町
吉
野
）

【
期
間
】
７
月
１
日
（
水
）
～

８
月
30
日
（
日
）

【
利
用
時
間
】
13
時
～
17
時
・

18
時
～
21
時

【
休
館
日
】
月
曜
日
（
台
風
の

場
合
な
ど
臨
時
休
館
あ
り
）

【
料
金
】
大
人
＝
320
円
・
小
中

学
生
＝
160
円
・
幼
児
100
円

※

団
体（
20
人
以
上
）２
割
引
き

【
そ
の
他
】

・
閉
館
30
分
前
に
受
付
終
了

・
水
泳
帽
を
必
ず
着
用

・
ロ
ッ
カ
ー
使
用
は
10
円
玉
が

必
要
で
す
（
利
用
後
に
返
金
）

【
問
い
合
わ
せ
先
】

香
北
分
室　

☎
52・

９
２
８
７

Ｂ
＆
Ｇ
子
ど
も
ク
ラ
ブ

に
参
加
し
よ
う

　

教
育
委
員
会
で
は
、
平
成
26

年
７
月
に
香
美
市
Ｂ
＆
Ｇ
子
ど

も
ク
ラ
ブ
を
設
立
し
、
香
美
市

の
自
然
や
文
化
に
触
れ
合
う
活

動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

【
対
象
者
】
市
内
小
学
生
（
３

年
生
以
下
は
保
護
者
同
伴
）

【
人
員
】
20
名
（
随
時
受
付
・

定
員
に
達
し
次
第
締
め
切
り
）

【
平
成
26
年
度
の
活
動
内
容
】

Ｂ
＆
Ｇ
プ
ー
ル
体
験
・
親
子
釣

り
大
会
・
塩
の
道
ウ
ォ
ー
キ
ン

グ
・
新
聞
＆
ピ
ザ
作
り
な
ど

※

平
成
27
年
度
の
活
動
は
未
定

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】

香
北
分
室　

☎
52・

９
２
８
７

戦
没
者
等
の
遺
族
に

対
す
る
特
別
弔
慰
金

【
支
給
対
象
者
】
戦
没
者
等
の

死
亡
当
時
の
ご
遺
族
で
、
平
成

27
年
４
月
１
日
現
在
、
恩
給
法

に
よ
る
公
務
扶
助
料
や
戦
傷
病

者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ

る
遺
族
年
金
等
を
受
け
る
方

（
戦
没
者
等
の
妻
や
父
母
等
）

が
い
な
い
場
合
、
次
の
順
番
で

先
順
位
の
遺
族
１
人
に
特
別
弔

慰
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

①
平
成
27
年
４
月
１
日
ま
で
に

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護

法
に
よ
る
弔
慰
金
の
受
給
権
を

取
得
し
た
方

②
戦
没
者
等
の
子

③
戦
没
者
等
の
(1)
父
母
(2)
孫
(3)

祖
父
母
(4)
兄
弟
姉
妹　

※

要
件

に
よ
り
順
番
が
入
れ
替
わ
り
ま
す
。

④
①
～
③
以
外
の
戦
没
者
等
の

三
親
等
内
の
親
族　

※

戦
没
者
等

の
死
亡
時
ま
で
、
引
き
続
き
１
年
以
上

生
計
を
同
じ
く
し
て
い
た
方
に
限
る
。

【
支
給
内
容
】
額
面
25
万
円
、

５
年
償
還
の
記
名
国
債

【
期
限
】
平
成
30
年
４
月
２
日

【
申
込
先
】
福
祉
事
務
所

【
問
い
合
わ
せ
先
】

高
知
県
地
域
福
祉
政
策
課

☎
０
８
８
・
８
２
３
・
９
６
６
２

福
祉
事
務
所
☎
53
・
３
１
１
７

地
域
づ
く
り
支
援
員
募
集

　

地
域
活
性
化
に
つ
な
が
る
活

動
や
情
報
発
信
な
ど
、
地
域
住

民
と
共
に
取
り
組
ん
で
い
く
意

欲
の
あ
る
方
を
募
集
し
ま
す
。

【
募
集
人
数
】
１
名

【
募
集
対
象
】
次
の
全
て
を
満

た
す
方
。
①
香
美
市
在
住
（
予

定
）
の
方
②
パ
ソ
コ
ン
の
使
え

る
方
③
普
通
自
動
車
を
運
転
で

き
る
方　

※

年
齢
不
問

【
雇
用
期
間
】
９
月
１
日
～
平
成

28
年
３
月
31
日
（
更
新
あ
り
）

【
活
動
地
区
】
平
山
・
曽
我
部

川
・
東
川
・
大
法
寺
北

【
賃
金
】
月
額
16
万
６
４
０
０
円

周
年
記
念
事
業
を
募
集
し
ま
す
。

【
対
象
事
業
】

◆
平
成
28
年
４
月
１
日
か
ら
平

成
29
年
２
月
28
日
の
期
間
に
実

施
し
、
合
併
10
周
年
記
念
に
ふ

さ
わ
し
い
市
民
が
共
に
祝
う
こ

と
が
で
き
る
事
業

【
助
成
額
】
継
続
事
業
の
場
合

は
30
万
円
以
内
、
新
規
事
業
の

場
合
は
50
万
円
以
内
（
予
定
）

※

次
の
経
費
を
除
く

◆
反
省
会
、
慰
労
会
な
ど
飲
食

に
か
か
る
経
費

◆
そ
の
他
不
適
当
と
認
め
る
経
費

【
応
募
資
格
】
構
成
員
５
人
以

上
の
市
内
に
活
動
の
拠
点
を
有

す
る
団
体
で
あ
り
、
か
つ
、
構

相
談
・
催
し

そ　
の　

他

【
受
付
期
間
】

７
月
１
日
（
水
）
～
29
日
（
水
）

※

詳
し
く
は
香
美
市
Ｈ
Ｐ
参
照

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】

〒
782－

８
５
０
１
（
住
所
記
載

不
要
）
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

☎
53
・
１
０
６
１

香
美
市
合
併
10
周
年
記
念

助
成
事
業
を
募
集
し
ま
す

　

平
成
28
年
３
月
１
日
に
、
合

併
10
周
年
を
迎
え
る
こ
と
か
ら
、

１
年
間
に
わ
た
り
記
念
事
業
を

実
施
し
ま
す
。
香
美
市
合
併
記

念
実
行
委
員
会
で
は
、
団
体
等

が
自
主
的
に
実
施
す
る
合
併
10

成
員
の
過
半
数
が
市
内
に
在
住

し
、
ま
た
は
在
勤
、
在
学
し
て

い
る
方
で
構
成
す
る
団
体

【
申
込
締
切
】

９
月
30
日
（
水
）
必
着

【
応
募
方
法
】
企
画
財
政
課
、

各
支
所
に
あ
る
応
募
書
類
を
持

参
ま
た
は
郵
送
（
応
募
書
類
は

香
美
市
Ｈ
Ｐ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
）　

※

実
行
委
員
会
で
選
考
し
ま
す

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】

香
美
市
合
併
記
念
事
業
実
行
委

員
会
（
企
画
財
政
課
内
）

☎
53
・
３
１
１
４

ひ
と
り
親
家
庭
の
父
母

無
料
就
職
移
動
相
談

　

ひ
と
り
親
家
庭
の
お
母
さ
ん

や
お
父
さ
ん
を
対
象
に
、
就
職

相
談
や
就
業
の
た
め
の
資
格
・

技
能
を
習
得
す
る
支
援
に
つ
い

て
、
情
報
提
供
を
行
い
ま
す
。

【
日
時
】
７
月
17
日
（
金
）　

13
時
～
16
時　

※

申
し
込
み
不
要

【
場
所
】
プ
ラ
ザ
八
王
子
３
階

【
問
い
合
わ
せ
先
】
母
子
家
庭

等
就
業
・
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
０
８
８
・
８
７
５
・
２
５
０
０

　台風や豪雨等の災害により被災した場合

の相談窓口は、次のとおりです。

【土佐山田町で発生した被害】

◆国道・県道・市道・河川の災害および崩

　土による住家被害

　建設課　☎５３－３１１９

◆農道・農業用施設の被害

　産業振興課農政班　☎５３－１０６２

◆林道・山林の被害

　産業振興課林政班　☎５２－９２８３

◆上下水道の被害

　上下水道課　☎５３－３１１０　

【香北町で発生した被害】

◆香北支所　☎５９－２３１１

【物部町で発生した被害】

◆物部支所　☎５８－３１１１

【停電した場合】

◆四国電力　☎０１２０－４１０－７８２

　

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

あ
る
精
肉
店
の
は
な
し

これ以外の被害または、

該当道路などが不明な場合は･･･

防災対策課☎５２－８００８

災害の相談は
こちらまで！

　　ごみの野焼き禁止！　　　野焼きにより、「悪臭がする」「煙で窓が開けられない」　「洗濯物が汚れた」などの苦情が寄せられています。
　　　　　　　　　　　　　　周辺の住民生活に支障を与えたり迷惑となるような行為は　　行政指導や警察による取り締まりの対象となります。
　

部落差別をなくする運動強調旬間


